
竹田市告示第１１１号 

  

 竹田市空き家Ｒｅ：Ｂｏｒｎ（再生）補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和６年１０月１日 

 

                       竹田市長  土 居 昌 弘  

 

竹田市空き家Ｒｅ：Ｂｏｒｎ（再生）補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、本市における空き家を有効活用し、地域コミュニティにおける賑

わいの創出を図るため、本市に定住する目的で空き家の再生を行うのに要する経

費に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付につ

いては、竹田市補助金等交付規則(平成１７年竹田市規則第５０号。以下「規則」

という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、竹田市空き家再生バンク事業実

施要綱（令和６年竹田市告示第１１０号）において使用する用語の例による。 

（補助対象者） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、こ

の補助金の交付を申請した日において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(１) 市内の空き家を取得した者で、１年以内に再生事業を行うもの 

(２) この補助金の交付を受けてから５年以上再生事業を継続しようとする者 

(３) 竹田市空き家再生バンク事業実施要綱第２条第６号に規定する再生事業者 

２ 前項の規定にかかわらず、再生事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、

補助対象者としない。 

(１) 市税の滞納をしている場合 

(２) 竹田市暴力団排除条例（平成２３年竹田市条例第１８号）第２条第１号に

規定する暴力団及び同条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接

な関係を有する場合 

（補助対象事業） 



第４条 この補助金の交付の対象となる事業は、定住を目的に取得した空き家の改

修を行う事業であって、この補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の

年度内に完了する事業とする。 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費

とする。 

 （補助率等） 

第６条 この補助金の補助率は２分の１以内とし、１件当たりの補助金は、１００

万円を限度とする。ただし、転売をする場合の補助率は、４分の１以内とし、１

件当たりの補助金は５０万円を限度とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

３ この補助金の交付は、同一空き家につき１回限りとし、補助対象者１者につき

各年度１回までとする。ただし、事業の中止・廃止をした場合は、次年度以降交

付しないものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 規則第３条第１項の規定による申請は、竹田市空き家Ｒｅ:Ｂｏｒｎ（再生）

補助金交付申請書（様式第１号）によるものとし、次に掲げる書類を添付し、市

長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

(１) 誓約書（様式第２号） 

(２) 売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し 

(３) 改修工事に係る見積書の写し 

(４) 改修工事の対象となる空き家の平面図及び事業実施前の写真 

(５) 家屋の登記簿謄本 

(６) 所有者等の改修工事承諾書（所有者等と賃貸借契約をした場合に限る。） 

(７) 市税の滞納がないことを証する書類 

(８) 暴力団等でない旨の誓約書 

(９) その他市長が必要と認める書類 

（補助条件） 

第８条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

(１) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。 

(２) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな 



った場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 

(３) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助

事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管するこ

と。 

(４) この補助金の交付の決定を受けた日から５年以内に補助事業により改修

工事を行った空き家を目的外利用し、取り壊し、又は当該空き家の賃貸借契

約を解除しないこと。 

(５) 補助事業による改修工事は、竹田市内に本店又は営業所等を有する業者で 

施工すること。 

(６) 再生した空き家に居住する者は、この補助金の交付決定を受けた日の属す

る年度と同一の年度内に本市の住民基本台帳に記録されることとし、５年以

上居住すること。また、当該空き家に居住する者が転居した場合は、１年以

内に居住者を確保すること。ただし、当該空き家を転売する場合はこの限り

でない。 

 (７) 再生した空き家に居住する者は、居住地域の自治会に加入すること。 

（補助金の交付決定の通知） 

第９条 市長は、第７条の規定による申請があったときは、当該申請者が申請に必

要な条件を整えていると認めるものについて、委員会（竹田市移住定住事業推進

補助金の交付にかかる審査委員会設置要綱（平成２６年竹田市告示第９５号）に

規定する委員会をいう。）の意見を聴いて、補助金の交付の適否を決定しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合には、竹田市空き家Ｒ

ｅ：Ｂｏｒｎ（再生）補助金交付決定通知書（様式第３号）により通知するもの

とする。 

（申請の取下げのできる期間） 

第１０条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交

付決定通知書を受理した日から起算して１５日を経過した日までとする。 

（補助金の交付方法） 

第１１条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認

める場合は、概算払の方法により交付することができる。 

（補助金の交付請求） 

第１２条 補助金の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を請求しようとす



るときは、竹田市空き家Ｒｅ：Ｂｏｒｎ（再生）補助金交付請求書（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１３条 規則第１５条の規定による実績報告は、竹田市空き家Ｒｅ：Ｂｏｒｎ（再

生）事業実績報告書（様式第５号）によるものとし、次に掲げる書類を添付し、

事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又は補

助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期

日までに市長に提出しなければならない。 

(１) 改修工事の請負契約に係る請求書又は領収書の写し 

(２) 完成写真（改修箇所の分かるもの） 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定通知） 

第１４条 規則第１６条の規定による通知は、竹田市空き家Ｒｅ：Ｂｏｒｎ（再生）

補助金の額の確定通知（様式第６号）により行うものとする。 

（補助金の取消し等） 

第１５条 市長は、この補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる要件の

いずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部

又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長が特別の事由があると認め

るときはこの限りでない。 

(１) 全額の返還 

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

イ 交付の決定を受けた日から３年未満に本事業を活用した空き家を目的外利

用し、取り壊し、若しくは当該空き家の賃貸借契約を解除し、又は当該空き

家に居住する者が転居した場合は、１年以内に居住者を確保できないとき。 

(２) 半額の返還 

ア 交付の決定を受けた日から３年以上５年以内に本事業を活用した空き家を

目的外利用し、取り壊し、若しくは当該空き家の賃貸借契約を解除し、又は

当該空き家に居住する者が転居した場合は、１年以内に居住者を確保できな

いとき。 

（重複交付の禁止） 

第１６条 竹田市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱（平成２８年２月５日

告示第９号）及び外国人労働者等就業環境等促進補助金交付要綱（令和６年竹田



市告示第３８号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、この補助金は、交付しな

いものとする。 

（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年１０月１日から施行し、令和９年３月３１日限り、その効

力を失う。ただし、この要綱の失効前に第７条の規定により申請を行い、第９条の

規定により補助対象者となったものについては、なお従前の例による。 


